
平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 最終的な調整結果 

 

管理番号 101 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に係る申請者の所得区分の確認事務を市町村の事務として法令に

規定 

 

提案団体 

秋田県、宮城県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

 自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に関する事務のうち、申請者の所得区分の審査について、申請の

受付を行う市町村が行えるよう、県から市町村に権限を移譲する。 

 

具体的な支障事例 

 これまで自立支援医療の支給認定のうち、申請者等の所得区分の確認事務については、厚生労働省通知に

基づいて、申請の受付を行う市町村が確認した上、都道府県に進達している。 

 今般の番号法施行により、市町村は法令上単に経由事務を行う者であって、法令の規定により事務の全部又

は一部を行うもの及び個人番号利用事務実施者に該当しないことから、事務の実態に関わらず、当該事務を実

施することができないものとされ、下記のような支障が生ずる。 

①県において「所得区分の確認」を行うためには、新たな人員配置が必要となるほか、市町村で所得の確認事

務を行うよりも、より多くの時間を要することとなり、受給者証の発行が遅れるなど住民サービスの低下を招くお

それがある。 

②引き続き、「所得区分の確認」を市町村において実施するためには、事務処理特例条例により権限を都道府

県から市町村に移譲することが必要であるが、市町村との協議・同意が必要であり、仮に同意が得られない市

町村が発生した場合、一部市町村の確認事務を都道府県が行うことになる。一部市町村のみより多くの時間を

要する状況となり、住民サービスに差が生じることが懸念されることから、対応に苦慮しているケースがある。 

 従前から全国的に、申請を受ける窓口たる市町村で一定の内容確認をした上で、申請書を進達する取扱いを

してきたが、これをマイナンバー制度に対応させるのであれば、市町村の事務であることを法令上規定（権限を

法定移譲）すべきであり、同一の事務であるのに都道府県によって手続（と住民サービス）が異なることになるた

め、特例条例での処理によるべきとの考え方は適当とは思われない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

①所得区分の確認を市町村の事務として法令に規定することで、市町村は番号法施行後も、法定の事務実施

者として保有情報に基づく迅速な確認事務が可能となる。これは、業務の実態に沿うものである上、都道府県が

事務を行う場合に比べて合理的で、住民サービスの低下につながらないものである。 

②また、特例条例とは異なり、全国的に一律の手続となるため、住民サービスに差が生じない。 

 

根拠法令等 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律 123 号）第 53 条第１項及び

第 56 条第１項 



行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第９条第１項及び第 19 条第７号 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

埼玉県、川崎市、新潟県、静岡県、沖縄県 

 

○市町村は申請窓口であることから、所得区分の認定事務の権限を有していた方が合理的であり、また、情報

照会も市町村で行うことができるようになれば事務の遅滞が生じるおそれも少ない。 

○「所得区分の確認」事務については、これまでと同様申請窓口である市町村で行うことが必要である。このた

め、事務処理特例条例により市町村に移譲することとしたが、移譲を受けた市町村は４２／６２市町村にとどまっ

ている。 

 県内で統一した取り扱いをするために、引き続き事務処理特例条例による市町村への移譲を進めていくが、業

務の実態に合わせ、全県で統一したサービスを速やかに実施するためには、法令上、市町村事務として規定す

ることが必要である。 

○当県においては、対象件数も多い現状にあるので、市町村で事務を行えず、すべて県でとなると、新たな人員

配置が必要なのは必然である。 

○県において、番号法による「所得区分の確認」を行うためには、「福祉システム」、「統合宛名システム」、「住基

ネット」の３つのシステムの連携が必要となり、それぞれのシステム間での情報の受渡しが必要である。また、情

報セキュリティの関係から、情報の受渡しに、厳格な制限があるため、システム間で情報の受渡しをする都度、

厳格な情報チェックが必要である。 

かつ、処置件数が多いため一括処理が必要となるが、「住基ネット」等の一部の処理については別の課への依

頼が必要となる。さらに、市町であれば市町民税が未申告の場合も申請書を提出に来た際にその場で本人に

申告させることができるが、県が所得確認を行う場合は、申告をさせるまでに時間を要することになる。 

○番号法により「所得区分の確認」を市町において実施するためには、事務処理特例条例により権限を市町に

移譲することが必要であるが、市町との協議・同意が必要である。既に一部の市では同意が得られず、県が確

認事務を行うことになり、その市においては、受給者証の発行が遅れるなど、市町により住民サービスに差が生

じることになる。 

 

各府省からの第１次回答 

【内閣府】 

 自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に関する事務の権限移譲に関する提案事項であるため、まずは厚

生労働省において検討を行うべきと考える。 

【厚生労働省】 

  自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に関する事務のうち、申請者の所得区分の審査に係る事務を市

町村の事務として一律に法令上に規定することについては、これにより影響を受ける市町村の意見を勘案しな

がら、検討してまいりたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に係る所得確認の事務については、市町村を経由する経由事務で

あることから、権限の一部を市町村へ移譲することにより効率的に事務を実施することができ、住民サービスの

向上につながると考えられるため、早急な対応をお願いしたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【静岡県】 

県内で統一した取り扱いを速やかに行うため、申請者の所得区分の審査に係る事務を市町村の事務として法

令上に指定していただくよう、引き続き要望する。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

提案団体は、自立支援医療（精神通院医療）の支給認定事務のうち、申請者の所得区分の確認事務の移譲の

前提としてマイナンバーの活用を求めているが、マイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的



外利用などの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、戸籍

や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検討を進めること。 

また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

【全国市長会】 

提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 

各府省からの第２次回答 

【内閣府】 

 厚生労働省が所管する自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に関する事務の権限移譲に関する提案事

項であり、内閣府として回答可能な事項なし。 

【厚生労働省】 

 自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に関する事務のうち、申請書の所得区分の審査に係る事務を市町

村の事務として一律に法令上に規定することについては、これにより影響を受ける各地方公共団体の意見を勘

案しながら、検討してまいりたい。 

 

平成 30年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 30年 12月 25日閣議決定）記載内容 

６【厚生労働省】 

（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平 17 法 123） 

（ⅳ）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 54 条に基づく精神通院医療の支給認

定に関する事務のうち、申請者の所得区分の審査に係る事務については、条例による事務処理特例制度（地方

自治法（昭 22 法 67）252 条の 17 の２第１項）により市区町村が当該事務を処理する場合の効果・課題等を整

理し、地方公共団体に 2019 年中に周知する。 


